
大阪府立茨木支援学校ＰＴＡ規約 

 

 

第１章  名  称 

 

第１条 本会は大阪府立茨木支援学校ＰＴＡと称し、事務所を茨木支援学校内に置く。 

 

第２章    目  的 

 

第２条 本会は、児童・生徒の心身の健全な発達を図り、教育環境整備に務めることを目的とす

る。 

 

第３章  方  針 

 

第３条 本会は、教育を本旨とする民主的団体として活動し、自主独立のものである。 

第４条 本会は、学校の活動に協力するために、これに対し意見を具申し、参考資料を提供する

が、直接に学校の管理運営や教職員の人事に干渉するものではない。 

第５条 本会は、教職員のもつ専門的研究を尊重し、その研究修養に協力して便宜を与え、その

教育活動を援助する。 

第６条 本会は、障害児教育の特性をよく理解する。 

第７条 児童・生徒の人格を尊重する家庭教育の推進をはかる。 

 

第４章  会  員 

 

第８条 本会の会員は次のとおりとする。 

 一 本校に在籍する児童・生徒の保護者（父母またはそれに代わる者、以下「保護者」という。） 

二 本校に勤務する教職員 

第９条 本会の会員資格を有する期間は、PTA加入同意書の提出から卒業までとし、明確な意思

表示なき場合はこの期間は自動更新とする。 

第１０条 入会と退会については、次のとおりとする。 

 一 本会への加入は任意であり、加入するときは PTA加入同意書を提出する。 

 二 退会時は、PTA退会届を会長に提出する。但し、転出による退会は届出を不要とする。 

第１１条 会員は、すべて平等の権利と義務を有する。 

第１２条 すべての本会員は、会費を納める義務を有する。 

 

第５章  会  計 

 

第１３条 本会の会計は「大阪府立茨木支援学校ＰＴＡ会計」という。前項に定める会計のほか、

第 2 条第 7 号に定める目的を実施するため、「大阪府立茨木支援学校緊急対策基金会計」を別

に設置し、これに関する規定は別に定める。 

第１４条 本会の会計は「大阪府立茨木支援学校ＰＴＡ会計」という。本会の経費は会費及びそ

の他の収入をもって充てる。 

第１５条  会費は、児童・生徒、教職員１人当たり年額 500 円とし、定められた納期に納入す

る。なお、特別な場合には、役員会の承認を得て会費納入の減免を受けることができる。 

第１６条 予算科目を変更して会費を支出する場合は、役員会の承認を必要とする。 



第１７条 会費の収受等会計処理は、学校長に委任する。 

第１８条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章  総  会 

 

第１９条 総会は、本会の最高の議決機関で、毎年、４月又は５月に招集し、役員・会計監査の

選任及び予算・議案の議決、並びに決算等の承認を行う。 

第２０条 実行委員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。 

第２１条 総会を開くための定足数は、全会員の２分の１（委任状を含む）以上とし、議案の議

決は、出席者の過半数の賛成による。 

第２２条 災害時や、緊急時において総会の開催が困難な場合、書面等において審議する。なお、

議決は、招集又は書面（電磁的記録を含む）により過半数の賛成による。 

 

第７章  役  員 

 

第２３条 本会の役員は次のとおりとする。 

       １．会 長       １名（保護者） 

         ２．副会長       ３名（保護者） 

         ３．書 記       ２名（保護者１名、教職員１名） 

         ４．会 計       ２名（保護者１名、教職員１ 

第２４条 役員の任期は１ケ年とし、再選をさまたげない。 

第２５条 役員の任務は次のとおりとする。 

一 会長は役員会の決議を執行し、会務全般を総括し、外部に対しては本会を代表する。  

二 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。 

三 書記は本会運営に関する庶務を処理し、すべての会合および会の活動状況を記録する。 

四 会計は会のすべての金銭の収入支出を記録処理し、総会において決算書で報告し、その承

認を得なければならない。会計簿はいつでも会員の閲覧に供することができるものとする。 

 

第８章  役員会 

 

第２６条 役員会は、第１９条に定める役員と校長、准校長、教頭で構成する。その他必要に応

じて教職員も出席することができる。 

第２７条 役員会の招集者は会長とし、会長に支障のある時は副会長がこれにあたる。 

第２８条  役員会は本会の目的達成のために諸般の議事を審議する。 

第２９条  役員会の議決は役員の過半数が出席し、その出席役員の過半数をもってこれを決し可

否同数なる時は議長がこれを決する。 

第３０条  役員会の議事については議事録を作成し、記録保存するものとする。 

 

第 9章  各委員会 

 

第３１条 各委員会の設置および改廃は役員会の議決による。 

 

第１０章  会計監査 

 

第３２条 会計監査は、役員会が選出し、総会において承認を受ける。 



第３３条 会計監査は、１０月及び４月に定期監査を行う。また、監査の結果を総会において報

告しなければならない。 

 

１１章  役員の選出 

 

第３４条 役員の選出は、会員からの立候補及び推薦により選出し、役員会に諮り、総会におい

て承認を受ける。 

 

第１２章  個人情報の取扱い 

 

第３５条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個

人情報取扱規則」に定め、適正に管理するものとする。 

 

第１３章  規約の改正 

 

第３６条 本規約は総会において出席会員の３分の２以上の賛成により改正することができる。 

 

第１４章  そ の 他 

 

第３７条 年間における主な行事は次のとおりとする。総会、研修会、他校参観、他校ＰＴＡと

の連絡協議、その他ＰＴＡ活動の目的を達成するための行事等。 

第３８条 本会の慶弔、餞別については、別に定める。 

 

 

 

付則 

本規約は、1970年（昭和 45年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、1985 年（昭和 60年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、1987 年（昭和 62年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、1993 年（平成 5年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、2008 年（平成 20年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、2012 年（平成 24年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、2013 年（平成 24年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、2016 年（平成 28年）4月 1日から施行する。 

本規約の一部改正は、2021 年（令和 3年）4 月 1 日から施行する。 

本規約の一部改正は、2024 年（令和 6年）5 月 18 日から施行する。 

本規約の一部改正は、2025 年（令和 7年）4 月 26 日から施行する。 


